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特殊詐欺事件の発生について

１ 届出日

令和７年５月27日（火）

２ 発生日

令和７年５月23日（金）

３ 被害品

暗号資産 総額53万円相当

４ 被害者

紀の川市居住の20代男性

５ 状況

令和７年５月23日、通信会社職員を騙る男から、被害者の携帯電話に「あなたの連絡

先が不正利用されていますが、身に覚えはありませんか。警察の方に変わります。」等

と電話があり、続けて電話相手が警察官を騙る男に変わり「犯罪の話になるので漏洩す

ると罪になります。身分確認をするので、特捜本部第３係のSNSを登録し、名前と運転

免許証を送信してください。」等と言われ、被害者は言われるがまま、名前と運転免許

証を送信しました。

その後、SNSのビデオ通話で警察官の制服を着た男が、警察手帳の様なものを被害者

に見せたことから、被害者は、本物の警察官だと信じ、男から「麻薬の売人が売上資金

の10パーセントをあなたの口座に入金している疑いがあり、あなたの口座がマネーロン

ダリングに使われているようなので、口座のお金を送金してもらう必要がある」「あな

たの預金を別の口座に移した後、更に暗号資産に変えてください。」と言われ、相手側

に指示されるまま、暗号資産取引所のアプリで、合計53万円相当の暗号資産を購入し、

相手側が指定したアドレスに送金しました。

その後、相手側から、更なる暗号資産の送金を求められ金融機関に赴くも、同金融機

関の封筒に書かれた「詐欺に注意」との言葉で詐欺被害を疑い、当署に届け出たもので

す。

６ その他

和歌山県警察では、

特殊詐欺被害防止専用フリーダイヤル

その話ホンマに大丈夫？かけて損なし『ちょっと確認電話』

電話番号 0120-508（これは）-878（わなや）

を開設（24時間）しています。

警察官を騙る詐欺が多発しています。警察官が「資金調査」などを理由にお金を振り

込ませたり、お金を回収したりすることは絶対にありません。

そのような電話があれば、詐欺を疑って、すぐにちょっと確認電話にて確認してくだ

さい。


